
ドローンを活用した孤立地域への災害時物資輸送に係る実証調査及び 

ガイドライン作成業務委託に係る企画提案コンペの質問にかかる回答について 

番号 質問 回答 

1 

業務仕様書５業務内容（1）ドローンを活用した災害物

資輸送に係る実証調査の実施 

⑤実証調査の実施 

に関しまして、実証調査のための調査日数と飛行回数

について、想定されている数量を教えていただきた

い。（例えば、いなべ市・南伊勢町の 2市町を対象に 1

日づつ（計 2日）、1回づつ（計 2回）の飛行を想定な

ど） 

実証調査に関しては、ガイドラインを作ることを目的に行う

ため、ガイドラインを作成するための十分な調査日数・飛行

回数を確保いただくことを想定しています。 

よって、具体的な調査日数や飛行回数は企画提案者の提案を

踏まえ、委託者(県)と受託者で協議のうえ、決定することと

します。 

2 

業務仕様書５業務内容（2）ガイドラインの作成 

③有識者等への意見聴取など 

に関しまして、ご意見を伺う有識者は発注者で選定す

るか、受託者で選定するかを教えていただきたい。 

有識者の選定は、委託者(県)と受託者で協議のうえ決定する

こととします。 

 

3 

企画提案コンペ参加仕様書に JV での参加について記

載はないかと思いますが、JV での参加は可能でしょう

か？可能な場合、必要な手続等あればご教示ください。 

本企画提案コンペでは、JV での参加は不可とさせていただ

いておりますので、ご了承ください。 

4 

業務仕様書５業務内容（1）ドローンを活用した災害物

資輸送に係る実証調査の実施 

実証調査の時期について制約はありますでしょうか。 

 （例：県防災訓練と合わせる等 昨年は 12 月に訓練

実施） 

特にありませんので、企画提案者の提案を踏まえ、委託者

(県)と受託者で協議のうえ、決定することとします。 

5 
業務仕様書５業務内容（2）ガイドラインの作成 

ガイドライン作成期間の制約はありますでしょうか。 

特にありませんので、企画提案者の提案を踏まえ、委託者

(県)と受託者で協議のうえ、決定することとします。 



（例：県防災訓練でガイドライン案を検証するなど） 

6 

業務仕様書５業務内容（３）その他、本業務の目的を

達成するのに必要な事項を行うこと。 

例えばどういう事項を想定しているかご教示くださ

い。 

本業務で実施いただく内容は原則、業務仕様書に記載して

いますが、本業務の目的を達成するために業務仕様書に記載

している事項以外の内容が必要となる場合を想定していま

す。 

なお、上記の場合には、委託者(県)と受託者で協議のうえ、

決定することとします。 

 


